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昨年の津センターパレス会場から変更

　イオン津南ショッピングセ
ンターサンバレーと市内23
カ所の出張会場で、申告相談
会を開催します。
　申告相談会場では、税務署
職員や市職員がアドバイスを
しながら、会場備え付けのパ
ソコンで申告書の作成をお願
いしています。なお、出張会
場によっては、ご自身による
手書きでの作成をお願いする
場合があります。
　また、「青色申告」や「損失
申告」「譲渡所得・山林所得・
先物取引に係る雑所得のある
申告」「初めて住宅借入金等特
別控除を受ける申告」「亡く
なった人の申告」などは、出張
会場では受け付けることがで
きませんので、イオン津南シ
ョッピングセンターサンバレ
ー会場で申告してください。

問い合わせ　市民税課
　229－3130　　229－3331

▲ ▲ ▲

イオン津南ショッピングセンターサンバレー
２階イベントホール（高茶屋小森町）

▲ ▲ ▲

出張会場（市内23カ所）

　申告書の作成には時間を要しますので、16時までにお越しください。

　午前の部は混雑状況によって、早めに受け付けを終了する場合があ
ります。また、次の会場は受付時間が異なります。
■八幡地域住民センター・下之川地域住民センター・伊勢地地域住民
　センター…９時～11時30分
■多気地域住民センター・竹原地域住民センター・太郎生多目的集会
　所…13時30分～16時

と　き　下記カレンダーのとおり
　　　　午前の部９時～12時（受け付けは11時30分まで）
　　　　午後の部13時～16時

と　き　２月18日　～３月15日　９時～17時（土・日曜日は除く）
　　　　※ただし２月24日（日）と３月３日（日）は開設
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下之川地域
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９：00～11：30
竹原地域
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13：30～16：00

市芸濃庁舎 安濃中公民館 市美里庁舎

伊勢地地域
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戸木公民館桃園
情報センター稲葉公民館
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市久居庁舎

イオン津南
ショッピングセンター

サンバレー

イオン津南ショッピングセンター サンバレー

栗葉出張所 榊原農民研修所 サンデルタ香良洲

イオン津南ショッピングセンター サンバレー

市河芸庁舎 白山公民館 美杉総合
開発センター

イオン津南ショッピングセンター サンバレー

市久居庁舎

イオン津南ショッピングセンター サンバレー

太郎生多目的集会所
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会場が
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一志高岡公民館


